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（西讃保健所） 
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１．支援対象事業者の概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）導入理由 

OEM（他社ブランド製品）を中心に、広域流通食品の製造を行っている。従業員の衛生

意識の向上を図りたいとのことで HACCP 導入に取り組むこととした。また、製造所が県

内に３か所あり、本工場について導入を行うことで、他の製造所にも導入していきたいと

考えている。 

 

（２）導入品目 

本工場では、１年を通して製造している製品はなく、季節により製品も、製造ラインも

変更する。モデル事業中に製造している製品が、栗の瓶詰だったため、これを対象品目と

した。 

 

（３）その他 

・ISO9001 認証を取得、自主的に QC 工程図（CCP、管理基準等設定済み）を作成し、記録

等行っている。 

・県外にある製造所は自治体 HACCP 認証制度を取得している。 

・公益社団法人日本缶詰びん詰食品協会（昭和 23 年～）に加入しており、HACCP 管理主任

技術者資格認定講習会、殺菌管理主任技術者資格認定講習会、巻締管理主任技術者資格認

定講習会等へ積極的に参加している。 

・JAS 認定工場である。 

対象業種 缶詰・瓶詰食品製造業 

許可の種類 缶詰・瓶詰食品製造業、菓子製造業等 

主な品目 フルーツゼリー、白桃・栗・みかんの缶詰 

資本金 3,000 万円 

年商 23 億（H20.9～H21.8） 

従業員数 180 名（本社工場製造部門 55 名） 

創業 1929 年(昭和 4年) 

株式会社設立 1952 年 11 月 19 日(昭和 27 年) 

製造所 県内 3か所、県外 1 か所 
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２．支援体制 
 

（１）自治体 

『保健所』 

・平成 26 年 10 月から保健所の食品衛生監視員等による「HACCP 導入型基準事例検討

ワーキンググループ」を設置しており、管轄保健所の食品衛生監視員を１名選任し、

HACCP の導入支援にあたる。 

・衛生コンサルタント等と協力をし、製造施設の現地確認を定期的に行うとともに

HACCP システム全般に関して助言・指導を行う。 

・事業者との窓口として本事業に関する連絡調整を行う。 

 

『香川県食品衛生専門監視指導班』 

・香川県健康福祉部生活衛生課の食品衛生監視員を１名選任し、保健所の食品衛生監視

員とともに、食品衛生専門監視指導班を編成し、HACCP の導入支援にあたる。 

 

（２）コンサルタント 

『アドバイザー（HACCP システムに関する専門的な知識及び技術を有する者）』 

・従業員に対して、HACCP 導入の取り組みに必要な基礎的な知識及び技術に関する講

習会を行う。 

・香川県の食品衛生監視員と合同で、製造施設の現地確認を行うとともに、HACCP シス

テム全般に関して助言・指導を行う。 

 

（３）香川県ＨＡＣＣＰ導入推進連絡協議会 

・中国四国厚生局、県産業技術センター等関係機関と協力し、HACCP 導入にあたっての

課題、対応策について、検討・協議を行い、モデル事業のサポートを行う。 
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３．スケジュール・経過 
 

平成 27 年 8 月 7日、事業者に西讃保健所で開催した地区別説明会に参加いただき、その

後の個別相談にて今後のスケジュール等打合せを行った。 

平成 27 年 8 月 27 日、事業所の製造品目等の実態の確認を行った。その結果、事業所で

は季節ごとに製造している商品が異なるため、９月下旬から製造が開始される栗の瓶詰を

本事業の対象品目として選定した。 

平成 27 年 9 月 3日、コンサルタント、事業所、保健所で初回打合せを行った。工場施設

配置図を見ながら、製造工程順に栗瓶詰の製造ラインは組み立て途中であったが、現時点

まで出来上がっているラインの下見を行った。 

栗の瓶詰の製造は 9 月下旬から 11 月下旬のため、製造工程一覧図の現場確認はコンサル

タントと合同で平成 27 年 10 月 7 日に行った。9 月は商品切り替え時期で、時間が取りや

すいため従業員の講習会を平成 27 年 9 月 18 日に行った。 

1 月は事業者が多忙のため、コンサルタントとの最終打合せが平成 28 年 2 月 19 日とな

った。 

モデル事業期間中、合同打合せを 3 回、保健所との打合せを 5 回実施した。その間、メ

ールも利用して３者間で共通認識をもちながら、HACCP プランを作成した。 

  QC 工程図（CCP、管理基準等設定済み）を作成し、記録等行っている事業者だったの

で、最終打合せにおいて、現場の確認はできなかったが、作成した記録による確認をじっ

しした。現場の確認等は来年度栗瓶詰製造時にフォローアップを行う予定である。 

 

導入スケジュール 
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４．実施内容 
 

（１）ＨＡＣＣＰ講習 

 

① 概要 

平成 27 年 9 月 18 日、事業所においてアドバイザーが 

調理従事者全員を対象に 2時間、HACCP チームを対象 

に 1時間、HACCP 導入の取組みに必要な基礎的な知識 

の講習会を実施した。 

アドバイザーは、訪問日の機会をとらえ、主に HACCP 

チームのメンバーを対象に前回助言指導した内容等の振 

り返りを行うとともに、HACCP プラン作成の進捗状況 

に応じて、講習を繰り返し、知識向上を支援した。 

 

② 実施状況 

＜講習内容＞ 

【従業員向け講習会】 13:30～15:30  （受講者 40 名） 

（1）食品安全への意識（食品に関わる事故・食中毒例をとおして） 

（2）HACCP とは 

（3）５S活動について 

手洗い実験 

事例から対策を考えるグループワーク 

（4）現場での整理整頓清掃について考えるグループワーク 

（グループワークは、1 チーム 5～6 名で 7 チーム作成） 

 

HACCP については簡単に紹介を行った。実験やグループワークを取り入れることによっ

て、従業員自ら考え、食品衛生の重要性が分かりやすく伝えられていた。 

5S 活動についてのグループワークでは、普段考えている現場の衛生面で改善すべきことを

従業員同士で意見交換を行う時間を設けた。日々は製造業務に追われている従業員にとって、

現場の意見を取り上げてもらう良い機会となった。事業者は事業所全体の衛生意識の向上を

図れたのではないかと思う。 

 

【HACCP チーム向け講習】 15:40～16:40  （受講者 10 名） 

(1) 工場長から HACCP 導入取組にあたりチームメンバーへの一言 

(2) HACCP 導入のための 12 手順の説明 

(3) 今後の取り組みスケジュールの確認 

(4) 危害要因分析について 

HACCP チームに対しては、７原則 12 手順等の、HACCP についてより具体的な講習を

実施した。 
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＜受講者の声・反応＞ 

・手洗い実習で、どの部分が不十分になるのか体験できたのがよかった。 

・HACCP については難しくてわからない。 

 

＜アドバイザーのコメント＞ 

【従業員向け講習会】 

手洗い実験は、全員の日頃の手洗い時間を測定し、一番短い人と長い人の差を知っても

らい、また手洗い手洗いチェッカーにて全員が自分の手洗いをチェックできたことで、手

洗い不足になりやすい部分を体感してもらえ、良い反応を得られたと感じた。 

グループワークでは、今後の５S 活動における工夫やアイデアを従業員の意見から出し

合うという体験を狙い実施した。盛り上がり度は、グループにより差があったが、ほとん

どの方が活発な意見発表を行っていたのが印象的であった。 

 

【HACCP チーム向け講習会】 

HACCP についてほとんど知らない人は、講義を聞いても分からないという不安を持っ

ていたが、意欲をもって講習会を聞いていたので、実際に危害要因分析しながら復習講義

し進めていくことで理解できるのではないかと思う。 

 

 

（２）助言・指導 

 

① 概要 

香川県の食品衛生監視員とコンサルタントのアドバイザーが協力しながら、事業者、

HACCP システム全般に関して的確な助言・指導を行う。香川県食品監視員は月 1 回程度

事業者を訪問し助言指導を行った。また、コンサルタントと合同でモデル事業実施期間中 3

回（1 回 3 時間以上）訪問し助言・指導を行った。その他、月 1、2 回程度必要に応じてメ

ールや電話で助言指導を行った。 

 

② 実施状況 

＜導入前＞ 

事業者は ISO9001 を取得しており、製品規格書、製造フローダイヤグラム、QC 工程表

を作成し、工程ごとに必要な記録は行っていた。また、JAS 認定事業者（食料缶詰及び食

料瓶詰）でもある。 

事業者は、昭和 41 年にかん詰びん詰食品製造業を取得している施設であり、大要設備の

変更を 3 回行っている。 

1 年間を通して製造している製品はなく、1 年間に主に約 4 種類の製品を製造している。

特に、栗の製造ラインは、工場の 2 階部分の使用もあり、１階と２階で、製造ラインも複

雑になっている。 

従業員教育は必要に応じて工場長及び品質管理担当者が行っている。 
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＜手順毎の対応経過＞ 

手順１ HACCP チームの編成 

【時期】  

平成 27 年 9 月 

【メンバー構成】 

殺菌工程の責任者をリーダーとし、各製造工程（注液、密封、ボイル等）の責任者・担当

者及び品質管理担当者 10 名で構成。  

本社工場組織図により確認を行った。 

 

手順２，３ 製品説明書の作成、意図する用途及び対象となる消費者の確認 

【時期】 

平成 27 年 9 月 

【助言指導事項】 

当該事業者は製品規格書を既に作成済みであったので、HACCP 入門のための手引書を

参考にしながら、次のとおり助言指導を行った。 

①食品の分類によって法令等に定められた基準等が異なるため、製品説明書に食品の 

分類を記載すること（容器包装詰加圧加熱殺菌食品、容器包装詰低酸性食品に該当す 

るか等）。 

②製品の水分活性について、必要に応じて測定を行うこと。 

③微生物規格について、定められた根拠（自社基準等）を記載すること。 

④容器の材質を記載すること（物理的危害の要因になる）。 

⑤添加物の成分名を記載すること。 

⑥喫食又は利用の方法を記載すること。 

【課題とその対応】 

○食品の分類について（容器包装詰低酸性食品に該当するかどうか） 

瓶詰缶詰食品のボツリヌス菌による危害を分析するにあたって、容器包装詰低酸性食

品に該当するかどうかの判断は非常に重要である。 

容器包装詰低酸性食品の定義は「容器包装に密封した常温流通食品のうち、①PH が 4.6

を超え、かつ、②水分活性が 0.94 を超えるものであって、③120°４分間に満たない条

件で殺菌を行ったもの」であり、①、③について当該商品はこの定義に該当する。 

②について、過去に水分活性を測定（測定値は 0.94 以下）しており、容器包装詰低酸

性食品に該当しない。今後も必要に応じて水分活性を測定するよう指導した。 

 

手順４ 製造工程一覧図の作成 

【時期】 

平成 27 年 9 月 

【課題とその対応状況（助言指導事項）】 

当該事業者は製造フローダイヤグラムを既に作成済みであったので、HACCP 入門のた

めの手引書を参考にしながら、次のとおり助言指導を行った。 

①微生物増殖の可能性がある工程の判断に役立つため「時間軸」を入れた方がよいこと。 

②製品検査は工程ではなく、製品の適合や出荷判断のための検証であるため、製造工程

一覧図に必ずしも必要ではない。 
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手順５ 製造工程一覧図の現場確認 

【時期】 

平成 27 年 10 月上旬 

【課題とその対応状況（助言指導事項）】 

コンサルタント業者、HACCP チーム 6 名とともに製造工程一覧図にしたがって現場確

認を実施した。ゾーニング、従業員の動線について確認を行った。 

蜜漬け液の回収工程について欠如していたため、記載するように指導を行った。 

 

原則１手順６ 危害要因の分析 

【時期】 

平成 27 年 10 月中旬～３月 

【課題とその対応状況（助言指導事項）】 

QC 工程表に必要項目を追加する方法で HACCP 入門のための手引書を参考にしながら、

危害要因分析表の作成を指導した。助言指導事項は次のとおりである。 

①「異物」混入の危害について、異物が何製の異物か記載する。 

②添加物の計量工程での微生物汚染について危害分析しておくこと。 

③「クチナシ色素」（当該品には使用していないが、ライン上に残存している可能 

性）については使用基準がなく品質上の管理になるため、記載は必要ないこと。 

④一夜放冷工程について危害分析すること。 

⑤耐熱芽胞菌は当該殺菌工程では排除できないため、どのように管理するか記載し 

ておくこと（水分活性等）。 

⑥CCP（殺菌）以降の微生物汚染については、コントロールの方法がないため一般的衛生

管理として考えること。 

⑦一般的衛生管理プログラムで管理できる場合は、「重大な危害要因か」欄が No に 

なること。 

⑧有害微生物と耐熱芽胞菌の危害は分けて考えること。 

 

原則２手順７ 重要管理点の決定 

【時期】 

平成 27 年 11 月上旬～３月 

【課題とその対応状況（助言指導事項）】 

製造者が危害分析後、次の 6 つの危害について重要管理点の設定があったが、コンサル

タント、事業者との協議の結果、④～⑥をそれぞれ CCP に設定した。 

① 主原料の農薬の残留（残留農薬証明書で基準値を超える農薬が検出されないことが

確認できるため、PRP で管理するよう変更した。） 

② 食品添加物中の不純物（原料規格書で確認できるため一般的衛生管理で管理するよ

う変更した。） 

③ 使用水の薬品（使用水に、通常想定できない薬品の混入を CCP としていたため、危

害要因から削除した。） 

④ 金属探知機による金属異物の除去（CCP１） 

⑤ 巻締（CCP２） 

⑥ 殺菌（CCP３） 
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【CCP ではないが特記する重要な工程】 

・容器の検品 

瓶詰容器に欠陥があれば、殺菌後の様々な工程で二次汚染されることが考えられ製品の

保存性に大きな影響を及ぼす。当該事業者では、洗瓶時、出荷前の検品時に全数目視確認

を実施することで管理を行っている。 

 

・殺菌後の冷却 

過去に米国でのボツリヌス中毒のうち 40％は殺菌後、冷却段階での二次汚染によるも

のであることが知られている。当該事業者は、巻締めを CCP とし、さらに冷却水の遊離

残留塩素濃度及び製品冷却温度の順守で管理を行っている 

 

・水分活性の管理について 

先に書いたとおり、一般的に糖度と水分活性の相関については知られており、製品の

糖度管理は水分活性の管理と密接な関係にあるため、今後、当該商品の水分活性測定値

について客観的な証明ができるように指導したところである。糖度は密漬け液作成、調

合液作成工程で管理されている。工程中で糖度測定は行っているが、当該商品について

の糖度と水分活性の相関には根拠が不足しているため、文献を参考にしたところ、糖度

50～55％での水分活性は 0.94～0.92 であった。また、経験則にはなるが、現在の製造条

件は長年変わっておらず、恒温試験、細菌試験、賞味期限までの保存試験（3年間）で異

常が認められたことはないとのことであった。 

最終的に決定した管理方法は「製造条件の順守により、水分活性を管理し、芽胞の発芽

増殖を防ぐ」という記載とした。今後は水分活性について、計画的に測定を実施し、デー

タの収集を行うことを課題とした。 

 

原則３手順８ 管理基準の設定 

【時期】 

平成 27 年 11 月上旬～平成 28 年 3 月 

【課題とその対応状況（助言指導事項）】 

CCP 1～3 についての管理基準は、従来事業者が実施していた基準を明文化することと

した。 

・CCP 1（金属探知機による金属異物の除去） 

次の感度で検知し、排除機構が機能すること。 

 鉄；1.0mm 

 非鉄；3.0mm 

・CCP 2（巻締） 

巻締寸法（蓋のねじ溝の深さ）が 

許容範囲であること。 

Ａ、Ｂ、Ｃ＝0.7mm 以上 

Ｄ＝0.6mm 以上 

Ａ＋Ｃ＝1.60mm 以上 

Ｂ＋Ｄ＝1.50mm 以上 

 

蓋上部 

Ｄ（締めはじめ） 

Ａ 

（締め終わり） 
Ｃ 

Ｂ 
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・CCP 3（殺菌） 

殺菌温度 98～100℃ 

殺菌時間 50 分以上 

 

原則４手順９ モニタリング方法の設定 

【時期】 

平成 27 年 11 月上旬～平成 28 年 3 月 

【課題とその対応状況（助言指導事項）】 

モニタリング方法については、従来事業者が実施していた方法を明文化することとした。 

   モニタリングの頻度、担当者について記載するように助言した。 

現状行っているモニタリング方法について記載漏れや、検証に記載すべき内容との混同

が多くみられた。 

 

原則５手順１０ 改善措置の設定 

【時期】 

平成 27 年 11 月上旬～平成 28 年 3 月 

【助言指導事項】 

改善措置については、ラインと製品それぞれの措置について考えるように指導した。 

逸脱時にはまずラインの停止、原因究明、正常動作を確認後再開するという考え。また、

製品は、逸脱品の特定、隔離、その後の措置という流れで考えるように助言をおこなった。 

 

原則６手順１１ 検証方法の設定 

【時期】 

平成 27 年 11 月上旬～平成 28 年 3 月 

 

【課題とその対応状況（助言指導事項）】 

従来事業者が実施していた検証方法を明文化することとした。 

 

原則７手順１２ 記録と保存方法の設定 

【時期】 

平成 27 年 11 月上旬～平成 28 年 3 月 

【課題とその対応状況（助言指導事項）】 

従来事業者が実施していた記録を明文化することとした。 

記録を確認したところ、HACCP プランに沿ってモニタリング、検証が実施されている

ことを確認した。改善事例としては管理基準を逸脱した事例がないということであった。 

製品検査は製造日初回ロットについて、恒温試験、細菌試験を行っている。 

 

また、HACCP プラン全体に関して、外部の人にもわかりやすいように文書を簡潔に記載

するように助言した。 

平成 28年 2月には、HACCP 自主点検票を基に、HACCP 確認票に取る確認作業を行った。 

 

  



Ⅲ
 
モ
デ
ル
事
業

 
 

1
0

 

 

 

製品説明書

Ｈ２７年１２月２２日

  商品名

瓶詰食品　栗甘露煮　ＰＰ２００ｇ瓶詰

  商品特徴(産地、品種など) 栗（剥栗） 栗

等級：１級 固 形 量：１００ｇ 糖度：５０～５５％　 砂糖 砂糖 C社

規格：無漂白、無着色 内容総量：２００ｇ ｐＨ：５.２～６.０ 添加物製剤（灰汁抜き剤） （加工助剤） D社

産地：韓国 水分活性：０．９２ 　・Ｌ－アスコルビン酸

常温倉庫保管 　荷姿 　・焼ミョウバン

製造日から３年後の－１日前 ２００ｇガラス／２４入 　・メタリン酸ナトリウム

キャップ　アルミ 　・クエン酸

　賞味期限の表示と読み方 　包装形態 　・ＤＬ－リンゴ酸

製造日　 賞味期限 ダンボール 　・食品素材（デキストリン）

　２０１５．９．３０ 　２０１８．９．２９ 遺伝子組換え アレルギー物質含有の有無と特定原材料

その他使用上の注意事項

開栓前は直射日光を避け、常温で保存 栗（剥栗） 無し 無し

　 砂糖 甜菜 分別

開栓後要冷蔵 添加物製剤 無し 無し

微生物（自社基準）

原材料名 配合比(%) 一般生菌数 ３００以下／ｇ

栗 大腸菌群数 陰性

砂糖 ブドウ球菌

水 サルモネラ菌

カビ・酵母数 栗（剥栗） 韓国

添加物製剤

合計

　製造工程 　食品衛生法、JAS法など関係法令に適合していることを報告します

（添加物使用） 　（鉄φ　１．０ｍｍ） （目視検査）

　（ステンレスφ　３．０ｍｍ） 社名

　　→　　　計量　　　→　　　注液　　　→　　　脱気　　　→　　　密封　　→　　　殺菌　　→　　冷却　　　 　　讃岐罐詰株式会社

　　 　（量目検査）　　 　 （検査）

住所

　　　→　　検査　→　　箱詰　　→　　包装　　→　　保管　　→　　出荷　　　 　 　　香川県三豊市財田町財田上６２８５

（翌日製品検査）

そのまま喫食できます。
おせち料理の材料やお菓子の

材料にも使用できます。

（製品冷却温度　50℃以下）

（２次冷却用水10～48℃－約5分調整）

（0.01～0.024MPa）     （９８～100℃） （１次冷却63～71℃－10分以上）

対象農産物 分別状況 特定原材料名

納入会社名及び住所 製造会社名等及び住所

砂糖 日本

無  ・  有

無　・　有

使用原材料

原材料名（添加物名） 表示方法 製造会社

対象者　 一般消費者

加熱又は非加熱

表示推奨

A社、B社

対象原料 表示義務

保存方法

賞味期限

配合規格

46.20

製品糖度５０％になるよう砂糖を使用

原料受入→　　ボイル　　→　　蜜漬　　→　　一夜放冷　　→　　金属検出機　　→　　　選別　→　　肉詰　　→　　

添加物製剤（加工助剤） 栗に対して０．２５％使用。水洗いで除去される

（５０分以上）(基準処理時間21分（調整））

100.00

0.00

中国、国産

15.71

38.09

使用基準

無  ・  有

原材料名 原産国名

無　・　有

無　・　有 無　・　有
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作成年月日：2015年12月22日

栗甘露煮　ＰＰ２００ｇ瓶詰（無漂白・無着色）　１級

クリンアップＫ 井戸水 容器 段ボール
浄水設備 蓋

ラベル

(1) (2) 受　　入 (3) 受　　入 (4) (5) 受　　入 (6) 受　　入
｜ ｜ ｜

(7) (8) (9) 保　　管 (10)

(11) 計　量

(12)

(13) 蜜漬液作成
(14)

     　最長２０時間
(15)

(16) (17-1) 容器検査
       Fe1.0 SUS3.0 (17-2)

(18) 洗　瓶
　　　目視検査

(19) 整形 　　　　約３０分

(20)

(21)
回収液３０％

以下使用

(22)
残水　2g以下

(23)
(24)

        内容総量　200g

(25)
　 　　蒸気圧力　0.01～0.024Mpa

   　　中心温度　80～90℃

(26)
　

(27)
　　　　殺菌槽設定温度　98～100℃

　　　　殺菌時間　50分以上

(28)
     　 2段階冷却　第1層　63～71℃-10分以上、第2層　10～48℃-約5分(製品温度が50℃以下になるように時間を調整)

　　　冷却後品温50℃以下

(29)
　　　外観検査

(30)
　　外観検査

　　品質検査

(31)
　　　ラ ベラ ー

(32)

(33)
 　　日付印

(34)

(35)

(36)

包装資材

商　品　名　：　

主原料 副原料 添加物 使用水

栗

受　　入

砂糖

保　　管

液切り・金属除去

製造工程一覧図

受　　入

保　　管 保　　管

調合液作成

出　　荷

保　　管

積　　載

印字(外箱)

計　　量

選　　別

仮　　詰

巻　　締

殺　　菌

冷　　却

箱　　詰

印字（ﾗﾍﾞﾙ）・包装

検　　品

水洗・水切

ボイル

蜜　　漬

肉　　詰

一夜放冷

脱　　気

注　　液
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QC工程表

商品名： 栗甘露煮（無漂白・無着色）　１級

№ １
工程

フロー
チャー
ト

２予想される危害要因 ３
重大な危害要
因か
（Yes／Ｎo）

４
３欄の判断をした根拠

５
３欄でＹｅｓとした危害要因の管
理手段は

６
ＣＣＰか
（Yes／Ｎo）

記録 マニュアル

生物的；病原微生物の存在
・耐熱芽胞菌
　

　
Ｎｏ
　
　

　
後工程製造基準順守により
水分活性を０．９４以下に管
理出来る。

・有害微生物 Ｙes 原材料に存在している可能
性がある

後工程27.加熱殺菌で殺菌
できる。

No

化学的；農薬 Ｎｏ 残留農薬証明書で基準値を
超える農薬が検出されてい
ないことを確認し、管理出来
る

物理的；金属異物 Yes 金属異物が存在している
可能性がある

後工程.16金属探知で排除
できる

No

生物的；なし

化学的；なし

物理的；なし

生物的；なし

化学的；食品添加物中の不純物
規格書に載っていないものの混入

Ｎｏ 原料規格書で確認し、管理
出来る

物理的；なし

生物的；
病原微生物の存在
・耐熱芽胞菌
・有害微生物

　
　
Ｎｏ
　
Ｎｏ
　

　
　
年２回の外部検査と日々の
製造用水塩素濃度を開始
時、終了時に測定して管理
出来る

化学的；なし

物理的；金属異物 Ｎｏ 不適切な施設管理で異物
混入の可能性が考えられる
が、施設の衛生管理手順の
順守により管理出来る

生物的；なし

化学的；なし

物理的；ガラス異物の混入 Ｎｏ 製造メーカーの不適切な管
理で瓶が破損している可能
性が考えられるが、使用前
に確認出来る

生物的；
・病原微生物の増殖
耐熱芽胞菌
　
　
　
・病原微生物の汚染
有害微生物

　
　
Ｎｏ
　

　
　
　
Ｎｏ

　
　
不適切な温度管理で増殖
の可能性が考えられるが、
冷蔵保管庫は自記温度計
で温度管理出来る。
　
　
不適切な施設管理で汚染
の可能性は考えられるが、
施設の衛生管理の順守に
より管理出来る。

化学的；なし

物理的；なし

生物的：病原微生物の汚染
有害微生物

　
Ｎｏ

　
不適切な施設管理で汚染
の可能性が考えられるが、
施設の衛生管理の順守に
より管理出来る。

化学的；なし

物理的；なし

生物的：病原微生物の汚染
有害微生物

　
Ｎｏ

　
不適切な施設管理で汚染
の可能性が考えられるが、
施設の衛生管理の順守に
より管理出来る。

化学的；なし

物理的；なし

生物的：病原微生物の汚染
有害微生物

　
Ｎｏ

　
不適切な施設管理で汚染
の可能性が考えられるが、
施設の衛生管理の順守に
より管理出来る。

化学的；なし

物理的；なし

生物的：病原微生物の汚染
有害微生物

　
Ｎｏ

　
不適切な施設管理で汚染
の可能性が考えられるが、
施設の衛生管理の順守に
より管理出来る。

化学的；なし

物理的；プラスチックの混入 No 不適切な計量器具の取扱
いで異物が混入する可能性
が考えられるが、作業終了
時に器具類の破損チェック
記録により管理出来る。

生物的；病原微生物の残在
・耐熱芽胞菌
　
　

Ｎｏ
　
　
　

　
後工程製造基準順守により
水分活性を０．９４以下に管
理出来る。

・有害微生物 Yes 加熱不足で残在している可
能性がある

後工程27.加熱殺菌で殺菌
できる。

No

化学的；なし

物理的；なし

飲料水水質検査成績書
河川水除濁濾過設備管理記録
製造用水測定記録
　
　
　
　
　
　
　
貯水槽の洗浄点検記録

使用水の衛生管理手順書

ボイル硬度確認表（栗）
ボイル・蜜漬工程管理簿（栗）
機械・装置の洗浄保守点検記録（栗）
№１

完全無漂白ボイル標準作業手順書

受入納品書
容器受入管理簿
不適合品報告書（資材）

容器受入標準作業手順書
不適合品管理規定

6 保管
（主原料）

7

5 受入
（包装資材）

5.6

不適合品管理規定3 受入
（添加物）

3

4 受入
（用水）

4

受入納品書

受入納品書 不適合品管理規定2 受入
（副原料）

2

1 受入
（主原料）

1 受入納品書
原材料受入管理簿（栗）
受入管理簿
不適合品報告書（資材）
　
　
　
　
　
残留農薬証明書

食品の衛生的取り扱い管理手順書
原材料受入標準作業手順書
不適合品管理規定

受払簿
自記温度記録

食品の衛生的取り扱い管理手順書

7 保管
（副原料）

8 食品の衛生的取り扱い管理手順書

8 保管
（添加物）

9 食品の衛生的取り扱い管理手順書

9 保管
（包装資材）

10

製造指示書（製造計画・原料準備）
ボイル蜜漬工程添加物記録（栗）
機械・装置の洗浄保守点検記録（栗）
№１

完全無漂白ボイル標準作業手順書

食品の衛生的取り扱い管理手順書

10 計量
（添加物）

11

11 ボイル 12
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生物的；
・病原微生物の汚染
有害微生物

　
Ｎｏ

　
不適切な器具の洗浄により
汚染が考えられるが、食品
取扱設備等の衛生管理の
順守で管理できる。

化学的；なし

物理的；なし

生物的；
・病原微生物の汚染
有害微生物

　
Ｎｏ

　
不適切な器具の洗浄により
汚染が考えられるが、食品
取扱設備等の衛生管理の
順守で管理できる。

化学的；なし

物理的；なし

生物的；
・病原微生物の増殖
耐熱芽胞菌
　
　

　
Ｎｏ
　
　
　

　
後工程製造基準順守により
水分活性を０．９４以下に管
理出来る。

・病原微生物の汚染
有害微生物

Ｎｏ 不適切な施設管理で汚染
の可能性は考えられるが、
施設の衛生管理の順守に
より管理出来る。

化学的；なし 　

物理的；なし

生物的；なし

化学的；なし

物理的；金属異物の残存 Yes
　
　

金属検出機の不具合で残
存する可能性がある

適切な感度の装置で全品
通過させる

Yes

生物的；なし 検瓶管理記録 容器検査・洗瓶標準作業手順書

化学的；なし

物理的；なし

生物的；
・病原微生物の増殖
耐熱芽胞菌
　
有害微生物
　
　
・病原微生物の汚染
有害微生物

　
Ｎｏ
　
　
　
　
　
Ｎｏ

　
作業時間は短いため増殖す
る可能性は低い
　
　
　
　
人の衛生不良により汚染が
考えられるが、従業員の衛
生管理の順守で管理でき
る。

化学的；なし

物理的；なし

18 整形 19 生物的；
・病原微生物の増殖
耐熱芽胞菌
　
有害微生物
　
・病原微生物の汚染
有害微生物

　
Ｎｏ
　
　
　
　
Ｎｏ

　
作業時間は短いため増殖す
る可能性は低い
　
　
　
人の衛生不良により汚染が
考えられるが、従業員の衛
生管理の順守で管理でき
る。

化学的；なし

物理的；金属異物の混入 Yes 刃こぼれなど破損により混
入の可能性がある。

工程戻し16.金属検出機で
排除できる。

No ナイフ・手袋点検記録（栗）

生物的；
・病原微生物の増殖
耐熱芽胞菌
　
有害微生物
　
　
・病原微生物の汚染
有害微生物

　
Ｎｏ
　
　
　
　
　
Ｎｏ

　
作業時間は短いため増殖す
る可能性は低い
　
　
　
　
人の衛生不良により汚染が
考えられるが、従業員の衛
生管理の順守で管理でき
る。

化学的；なし

物理的；なし

20 計量 21 生物的；
・病原微生物の増殖
耐熱芽胞菌
　
有害微生物
　
　
・病原微生物の汚染
有害微生物

　
Ｎｏ
　
　
　
　
　
Ｎｏ

　
作業時間は短いため増殖す
る可能性は低い
　
　
　
　
人の衛生不良により汚染が
考えられるが、従業員の衛
生管理の順守で管理でき
る。

工程別標準作業手順書

化学的；なし

物理的；なし

工程別標準作業手順書

選別・充填管理簿（栗） 工程別標準作業手順書

選別、整形、肉詰標準作業手順書
従事者の衛生管理手順書

19 肉詰 20

機械・装置の洗浄保守点検記録（栗）
№３

選別、整形、肉詰標準作業手順書
従事者の衛生管理手順書

ガラス容器管理記録 ガラス容器取扱注意事項

17 選別 18

16 洗瓶 17-1
17-2

金属検出機精度チェック表
金属検出機管理簿
機械・装置の洗浄保守点検記録（栗）
№３

金属検出機標準作業手順書

機械・装置の洗浄保守点検記録（栗）
№１

完全無漂白ボイル標準作業手順書

15 液切り
・
金属除去

16

14 一夜放冷 15

蜜漬液管理簿
機械・装置の洗浄保守点検記録（栗）
№１

蜜漬液標準作業手順書

13 蜜漬 14

12 蜜漬液作成 13

ボイル・蜜漬工程管理簿（栗） 完全無漂白ボイル標準作業手順書
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21 水洗・水切 22 生物的；
・病原微生物の増殖
耐熱芽胞菌
　
有害微生物
　
　
・病原微生物の汚染
有害微生物

　
Ｎｏ
　
　
　
　
　
Ｎｏ

　
残水が多いと製品糖度不足
となり菌が増殖する可能性
が考えられるが、残水管理
の順守で管理できる。
　
　
人の衛生不良により汚染が
考えられるが、従業員の衛
生管理の順守で管理でき
る。

工程別標準作業手順書

化学；なし

物理的；なし

生物的；
・病原微生物の増殖
耐熱芽胞菌
　
有害微生物
　
　
・病原微生物の汚染
有害微生物

　
No
　
　
　
　
　
Ｎｏ
　
　
　

　
規格糖度以下の調合液を
入れてた場合増殖する可能
性が考えられるが、規格の
厳守により管理出来る
　
　
不適切な器具の洗浄により
汚染が考えられるが、食品
取扱設備等の衛生管理の
順守で管理できる。

化学的；
漂白剤の残存

No 不適切な器具の洗浄で漂
白剤が残存する可能性が
考えられるが施設の衛生管
理の順守により管理できる

物理的；異物の混入 No 不適切な取扱いにより作業
環境から混入する可能性が
あるが、作業手順書の順守
で管理できる

生物的；
・病原微生物の増殖
耐熱芽胞菌
有害微生物
・病原微生物の汚染
有害微生物

　
No
　
　
　
No

　
作業時間は短時間であり増
殖の可能性は低い
　
　
不適切な機械器具管理から
の汚染が考えられるが、食
品取扱設備等の衛生管理
の順守で管理できる

化学的；なし

物理的；異物の混入 No 不適切な機械器具管理から
の混入の可能性が考えられ
るが、食品取扱設備等の衛
生管理の順守で管理できる

24 脱気 25 有害微生物 Ｙｅｓ 加熱不良により生残する可
能性がある

後工程27.加熱殺菌で殺菌
できる。

Ｎｏ

化学的；なし

物理的：なし

生物的；病原微生物の増殖 Ｙｅｓ 巻締不良により空気の流入
があり増殖する可能性があ
る

適正な巻締寸法で管理する Yes 巻締管理簿(ＰＰキャップ）
製品数チェック表（ビン詰）
機械・装置の洗浄保守点検記録（栗）
№３

工程別標準作業手順書
不適合品管理規定

化学的；なし

物理的：なし

生物的；
病原微生物の生存

　
Yes

　
加熱不良により生残する可
能性がある

　
加熱適切に管理された装置
を使用し、殺菌温度・時間を
確実に管理する。

　
Yes

化学的；なし

物理的：なし

生物的；病原微生物の汚染 No 容器がまだ熱く、真空が形
成されるときに巻締部を通じ
て、汚染された冷却水が容
器内に吸い込まる可能性が
あるが、適正冷却水遊離塩
素濃度及び製品冷却温度
の順守で管理できる

殺菌管理簿（栗ビン）
温度記録用紙
機械・装置の洗浄保守点検記録（栗）
№３

工程別標準作業手順書
不適合品管理規定

化学的；なし

物理的：なし

28 仮箱 29 生物的；なし
化学的：なし
物理的：なし

製品出来高報告書 工程別標準作業手順書

31 検品 30 生物的；なし
化学的：なし
物理的：なし

29 印字
包装

31 生物的；なし
化学的：なし
物理的：なし

日付印字指示書兼チェックシート（栗甘
露煮）

工程別標準作業手順書

製造用水測定記録（残留塩素測定記
録）

工程別標準作業手順書
不適合品管理規定

25 巻締 26

工程別標準作業手順書
不適合品管理規定

27 冷却 28

26 殺菌 27 殺菌管理簿（栗ビン）
温度記録用紙
機械・装置の洗浄保守点検記録（栗）
№３

巻締管理簿(ＰＰキャップ）

選別・充填管理簿（栗）

工程別標準作業手順書

機械・装置の洗浄保守点検記録（栗）
No2

工程別標準作業手順書23 注液 24

調合液管理簿（栗）
機械・装置の洗浄保守点検記録（栗）
No３

工程別標準作業手順書22 調合液作成 23

機械・装置の洗浄保守点検記録（栗）
No2
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30 箱詰 32 生物的；なし
化学的：なし
物理的：なし

製品出来高報告書
最終製品検査報告書（ビン詰）

工程別標準作業手順書

31 印字（外箱） 33 生物的；なし
化学的：なし
物理的：なし

日付印字指示書兼チェックシート（栗甘
露煮）

32 積載 34 生物的；なし
化学的：なし
物理的：なし

出来高チェック表

33 保管 35 生物的；なし
化学的：なし
物理的：なし

34 出荷 36 生物的；なし
化学的：なし
物理的：なし

製品出庫調べ
出荷依頼書
送り状
受領書
出荷判定記録

工程別標準作業手順書
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商品名： 栗甘露煮　ＰＰ２００ｇ瓶詰（無漂白・無着色）　１級

内　　　　容
CCP番号 ＣＣＰ１
段階/工程 №１６　液切り・金属除去
ハザード
　　生物学的 なし
　　化学的 なし
　　物理的 金属異物の残存
発生要因 金属検出機の不具合で残存する可能性がある
管理手段 適切な感度の装置で全品通過させる

次の感度で検知し、排除機構が機能すること。

　　鉄；１．０㎜

　　非鉄；３．０㎜

モニタリング方法
　　何を
　　如何にして ・テストピースを通して動作確認をする
　　頻度 ・作業開始前、２時間毎、作業終了後に確認する
　　担当者 ・品質管理担当者が確認する
改善措置
　　措置 ・金属検出機が正しく作動して金属検出があった場合、供給者はコンベア上に
　　担当者 　ある栗を回収し、品質管理者が金属の有無確認を行なう。

　異物が見つかった物は、品質管理室に保管し、管理簿に記録する。
・テストピースでの確認時に金属検出機が動作不良で停止しなかった場合、
　品質管理者が金属検出機の再調整を行ない、正常に作動する事を
　確認してから再開させる。
　金属検出機が正しく作動していた２時間前以降の製品を特定し、識別保管する。
　識別した製品を開封し栗のみを金属検出機に通し用途を変えて詰め替える。

検証方法 ・製造責任者は、金属検出機精度チェックを確認する（製造シーズン開始）
　　何を ・製造責任者は、金属検出機管理簿、機械・装置の洗浄保守点検記録を
　　如何にして 　確認する（毎日就業後）
頻度担当者 ・品質管理者は、不適合品報告書（工程・検査）、是正処置報告書を

　確認する（処置後再開時）
記録文書名 金属検出機精度チェック、金属検出機管理簿、
　　記録内容 不適合品報告書（工程・検査）、是正処置報告書

HACCPプラン

管理基準
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商品名： 栗甘露煮　ＰＰ２００ｇ瓶詰（無漂白・無着色）　１級

内　　　　容
CCP番号 ＣＣＰ２
段階/工程 №２６　巻締
ハザード
　　生物学的 病原微生物の増殖
　　化学的 なし
　　物理的 なし
発生要因 巻締不良により空気の流入があり増殖する可能性がある
管理手段 適切な巻締寸法で管理する

・巻締寸法が許容範囲であること

　管理基準　Ａ，Ｂ，Ｃ＝０．７㎜以上

　　　　　　　　Ｄ＝０．６㎜以上

　　　　　　　　Ａ＋Ｃ＝１．６０㎜以上

　　　　　　　　Ｂ＋Ｄ＝１．５０㎜以上

モニタリング方法
　　何を ・巻締後、キャップの溝の寸法を測定する。
　　如何にして ・ダイヤルゲージを使用して寸法が規格範囲に入っているか確認する。
　　頻度 ・３０分毎に１本測定する。
　　担当者 ・巻締担当者が実施する。
改善措置
　　措置 ライン；・巻締寸法が管理基準より低いものが発生した場合、巻締担当者は
　　担当者 　　　　　ラインを停止して再調整を行なう。巻締寸法が正常であることを確認し、

　　　　　巻締責任者の判断で作業を再開させる。
製品；・巻締寸法が管理基準より低いものが発生した場合、巻締寸法が正常で
　　　 　 あった３０分前以降の製品を特定し、巻締担当者は瓶内の中心温度を
　　　　　測定する。瓶内の中心温度が７５℃以上ある場合は再巻締し、
　　　　　温度が下回る場合は脱気工程から行なう。

検証方法
　　何を ・製造責任者は、巻締管理簿（ＰＰキャップ）、機械・装置の洗浄保守点検記録を
　　如何にして 　確認する（毎日就業後）
頻度担当者 ・巻締担当者は、ダイヤルゲージの校正を実施する（社外校正年１回）

・製造責任者は、不適合品報告書（工程・検査）、是正処置報告書を確認する（処置後再開時）

記録文書名 巻締管理簿（ＰＰキャップ）、機械・装置の洗浄保守点検記録、計測器具校正記録、
　　記録内容 不適合品報告書（工程・検査）、是正処置報告書

HACCPプラン

管理基準
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商品名： 栗甘露煮　ＰＰ２００ｇ瓶詰（無漂白・無着色）　１級

内　　　　容
CCP番号 ＣＣＰ３
段階/工程 №２７　殺菌
ハザード
　　生物学的 病原微生物の生存　　
　　化学的 なし
　　物理的 なし
発生要因 加熱不良により生残する可能性がある

管理手段 適切に管理された装置を使用し、殺菌温度・時間を確実に管理する。

管理基準 殺菌温度　９８～１００℃、殺菌時間　５０分以上

モニタリング方法
　　何を ・殺菌担当者が殺菌温度を自記温度記録チャートで加熱処理毎に目視検査で確認する

　　如何にして ・殺菌担当者が殺菌機内の温度が９８℃に達したことを温度モニターで確認後、
　　頻度 　５０分の加熱を時計にて測定する。
　　担当者
改善措置
　　措置 ライン；・殺菌機の温度低下が発生した場合、担当者は加熱殺菌装置を停止させる。
　　担当者 　　　　　殺菌担当者は発生原因を究明及び措置をとり、正常に稼働することを

　　　　　確認し、再開させる。（ボイラー、温度調整器、電磁弁の点検、装置の再調整）
製品；・殺菌中に殺菌温度が低下しすぐに再開した場合は、殺菌責任者の判断で

　　　　　残りの殺菌時間＋時間を延長して殺菌する。

　　　　　すぐに再開出来ない場合は、最初から再殺菌する。

　　　　・再殺菌した製品はサンプルを抜取り、恒温試験、細菌検査を実施し

　　　　　品質に問題がなければ製品化とする。（品質管理担当者）

　　　　・逸脱ロット品が当日に処理出来ない場合は、工場長指示のもと

　　 　　　　　廃棄処分する。
検証方法
　　何を ・殺菌中心温度を測定する。（午前・午後　初回殺菌時）
　　如何にして ・製造責任者は、殺菌管理簿、自記温度記録チャート紙、機械・装置の洗浄
頻度担当者 　保守点検記録を確認する（毎日就業後）

・殺菌担当者は、社外で校正した標準温度計を基準にデジタル温度計、
　温度モニターの校正を実施する（社内校正年１回）
・品質管理担当者は、製品微生物検査（恒温試験、細菌検査）を実施する（初回製造ロット品）

・殺菌担当者は、時報１１７で時差がないことを確認したタイマーで、時計が
　合っているか確認する。（社内校正年１回）
・製造責任者は、不適合品報告書（工程・検査）、是正処置報告書を確認する（処置後再開時）

記録文書名 殺菌管理簿、自記温度記録チャート紙、計測器具校正記録、
　　記録内容 細菌検査記録、不適合品報告書（工程・検査）、是正処置報告書

HACCPプラン
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（３）アンケート調査 

 

① 趣旨 

導入支援対象事業者の従業員を対象にアンケートを実施し、意識の変化や生産性の向上

等、HACCP 導入前後の比較による導入の効果を調査するもの。設問は、従事者と管理者に

わけて作成した。 

 

② 導入前アンケートの実施結果 

・実施時期：平成 27 年 8 月   ・回収数：59 名【従事者：54 名、管理者：5 名】 

 

(a)対象者の性別と年代 【従事者・管理者】 

・性別では、「女性」の割合が 66％（39 名）となった。（表 1・図 1） 

・年代では、「60 歳以上」の割合が全体の 44％（26 名）と最も多かった。（表 2・図 2） 

表 1        表 2 

  

         
図 1     図 2 

 

(b)自社の商品、職場環境で良いと思うところ（自慢できるところ）（複数回答可）【従事者】 

・「商品の味」が 72％（39 名）と最も多く、「商品の品質」が 43％（23 名）、「働きやすい 

環境」が 28％（15 名）となった。（表 3・図 3） 

表 3 

   
図 3 

度数 ％
59 100%

1 19 32%
2 39 66%
0 1 2%未回答

サンプル数
男性
女性

1 2 3 4 5 0
サンプル数 29歳以下 30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上 未回答

度数 59 6 6 8 12 26 1
％ 100% 10% 10% 14% 20% 44% 2%

度数 ％
サンプル数 54 100%

1 品質 23 43%
2 味 39 72%
3 価格 1 2%
4 衛生管理 0 0%
5 従業員教育 0 0%
6 働きやすい 15 28%
7 意見提案 6 11%
8 ない 2 4%
9 その他* 2 4%
0 1 2%

*

未回答
製造場はきれいである(1)
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(c)現在の製造所の衛生状態について 【従事者】 

・「どちらかというと悪い」及び「悪い」の割合が全体の 59％（32 名）となった。（表 4・ 

図 4） 

表 4 

  
図 4 

 

(d)現在の衛生管理の方法について、改善すべき点 【従事者】 

・「改善必要」及び「一部改善の余地がある」の割合が全体の 65％（35 名）となった。 

（表 5・図 5） 

表 5 

  
図 5 

 

(e)現在の衛生管理の方法について、改善した方が良いと思う点をひとつ 【従事者】 

・「整理整頓」、「トイレ」、「設備の老朽化」など、施設・設備の衛生管理に関することが最 

も多かった。 

 

(f)会社は従事者の意見・提案を取り入れているか 【従事者】 

・「取り入れている」の割合が全体の 63％（34 名）となった。（表 6・図 6） 

表 6 

  

図 6 

 

(g)改善に取り組む風土・雰囲気 【管理者】 

・「ある」の割合が全体の 100％（5名）となった。 

 

度数 ％
54 100%

1 良好 1 2%
2 19 35%
3 31 57%
4 1 2%
0 2 4%

どちらかというと悪い

悪い
未回答

どちらかというと良好

サンプル数

度数 ％
54 100%

1 5 9%
2 30 56%
3 1 2%
4 15 28%
0 3 6%

サンプル数
改善必要
一部改善余地

ない
わからない
未回答

度数 ％
54 100%

1 34 63%
2 12 22%
0 8 15%未回答

サンプル数
取り入れている

取り入れていない



Ⅲ モデル事業 
 

21 

 

 

(h)HACCP（ハサップ）という言葉を知っているか 【従事者】 

・「知らない」の割合が全体の 67％（36 名）となった。（表 7・図 7） 

表 7 

  
図 7 

 

(i)HACCP の印象  

・「難しそう」、「厳しい」などの回答を複数あった。【従事者】 

・「異常があれば、すぐに対策がとれる」、「不良品の未然防止」、「製品の安全性確保」、 

「食品業界では必要」などの回答を得た。【管理者】 

 

(j)HACCP 導入の必要性を感じているか 【管理者】 

・「必要」の割合が全体の 100％（5名）となった。その理由は、「従業員の意識向上」等と 

なった。 

 

(k)どのようなメリットを期待しているか（複数回答可） 【管理者】 

・「従業員の意識向上」が 100％（5名）と最も多く、「事故・クレームの減少」が 80％ 

（4名）、「品質・安全性の向上」が 80％（4名）となった。（表 8） 

 

(l)どのような問題を懸念しているか（複数回答可）【 管理者のみ】 

・「従業員教育」が 100％（5名）と最も多く、「人材不足・専門的知識の不足」が 80％ 

（4名）となった。（表 9） 

表 8         表 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     度数 ％ 

  サンプル数 5 100% 

1 意識向上 5 100% 

2 事故ｸﾚｰﾑ減少 4 80% 

3 品質安全性  4 80% 

4 生産性向上 1 20% 

5 製造ロス削減 1 20% 

6 取引増加 0 0% 

7 商品の輸出 0 0% 

8 信頼度等向上 2 40% 

9 ない 0 0% 

10 その他 0 0% 

0 未回答 0 0% 

     度数 ％ 

  サンプル数 5 100% 

1 従業員教育 5 100% 

2 人材-知識不足 4 80% 

3 業務量の増加  1 20% 

4 手順の複雑化 2 40% 

5 人件費の増加 0 0% 

6 整備初期投資 1 20% 

7 管理費用増加 0 0% 

8 商品価格上昇 0 0% 

9 ない 0 0% 

10 その他 0 0% 

0 未回答 0 0% 
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(m)その他 HACCP に関して自由意見 【管理者】 

・「人材不足が心配」などの回答を得た。 

 

③ 導入後アンケートの実施結果 

・実施時期：平成 28 年 2 月   ・回収数：39 名【従事者：35 名、管理者：4 名】 

 

(a)対象者の性別と年代 

・性別では、「女性」の割合が 62％（24 名）となった。（表 10・図 10） 

・年代では、「60 歳以上」の割合が全体の 51％（18 名）と最も多かった。（表 11・図 11） 

表 10       表 11 

  

        

図 10          図 11 

 

(b)HACCP に取り組んで、御自身の意識の変化はあったか 【従事者・管理者】 

・「向上した」の割合が全体の 67％（26 名）となった。（表 12・図 12） 

表 12 

  
図 12 

 

(c)HACCP に取り組んで、良かったと思うか 【従事者・管理者】 

・「良かった」の割合が全体の 62％（24 名）となった。（表 13・図 13） 

表 13 

  
図 13 

度数 ％
39 100%

1 7 18%
2 24 62%
0 8 21%

サンプル数
男性
女性
未回答

1 2 3 4 5 0
サンプル数 29歳以下 30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上 未回答

度数 39 3 2 5 6 18 5
％ 100% 8% 5% 13% 15% 46% 13%

度数 ％
39 100%

1 24 62%

2 2 5%
3 13 33%
0 0 0%未回答

サンプル数

良かった

良くなかった
わからない
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(d)HACCP 導入前に期待したメリットは得られたか 【管理者】 

・「一部得られた」の割合が全体の 100％（4名）となった。（表 14・図 14） 

表 5 

  

図 5 

 

(e)HACCP に取り組んで、良かったと思う点（メリット） 【従事者・管理者】 

・「意識向上」が 62％（24 名）と最も多く、「衛生知識の向上」が 41％（16 名）、「品質・ 

安全性の向上」が 33％（13 名）となった。（表 15・図 15） 

表 15 

   

図 15 

 

(f)良かったと思う（メリットを実感する）きっかけとなった出来事 

・「手洗いチェッカーを体験したこと」等が挙げられた。【従事者】 

・「少々の手洗いでは汚れが落ちないと実感したこと」、「食品製造の責任を感じだしたこと」

等が挙げられた。【管理者】 

 

(g)HACCP に取り組んで、衛生面で改善されたこと（特にソフト面） 

・「手洗い」や「身だしなみ」に関して、「特に気を付けるようになった」との回答が複数あ

った。【従事者】 

・「手洗い」、「清掃がていねいになった」、「道具等の色分け」「衛生意識の高まり」等が挙げ

られた。【管理者】 

度数 ％
4 100%

1 0 0%

2 4 100%
3 0 0%
0 0 0%未回答

サンプル数

得られた

一部得られた
得られていない

度数 ％

サンプル数 39 100%
1 24 62%
2 3 8%
3 13 33%
4 2 5%
5 3 8%
6 0 0%
7 0 0%
8 3 8%
9 16 41%
10 1 3%
11 5 13%
12 0 0%
0 1 3%

その他
未回答

ない

意識向上
ｸﾚｰﾑ減少
品質安全性
生産性向上
製造ロス削減

取引増加
商品の輸出
イメージアップ

衛生知識向上

根拠アピール
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(h)HACCP 導入前に懸念した事項は実際に問題となったか 【管理者】 

・「ならなかった」の割合が全体の 50％（2 名）となった。（表 16・図 16） 

表 16 

   

図 16 

 

(i)HACCP に取り組んで、大変だったこと・問題になったこと（デメリット） 【従事者・

管理者】 

・「未回答」を除くと、「管理手順の複雑化（手順・記録等）」が 31％（12 名）と最も多く、

「特にない」が 21％（8 名）となった。（表 17・図 17） 

表 17 

  

図 17 

 

(j)大変だったこと・問題になったこと（デメリット）を具体的に 【従事者・管理者】 

・「危害分析が難しかった」、「人材の不足」、「知ったかぶりで教えを受け付けない」との 

回答を得た。【従事者】 

・「仕事のできる（良く働く）人ほど業務量が増えた」、「カバーする人材が乏しい」、「人材 

不足」、「常識と思っていたことが、常識ですらない人がいた」等が挙げられた。【管理者】 

 

(k)HACCP に取り組んで、特別に要した経費はあるか 【管理者】 

・「本来必要な経費で問題ないと考える」という回答を得た。 

 

(l)活用した手引書等に対する意見 【管理者】 

・特に記載なし。 

 

度数 ％
4 100%

1 0 0%

2 1 25%
3 2 50%
0 1 25%未回答

サンプル数

問題となった

一部なった
ならなかった

度数 ％

サンプル数 39 100%
1 5 13%
2 6 15%
3 2 5%
4 12 31%
5 2 5%
6 4 10%
7 1 3%
8 0 0%
9 8 21%
10 1 3%
0 11 28%

管理費用増加

商品価格上昇

ない
その他※
未回答

整備初期投資

教育訓練
人材・知識不足

業務量増加
手順複雑化
人件費増加
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(m)感想・意見 【管理者】 

・「取引先から弊社はクレームの少ない会社と言われているが、さらに減少させて信頼度・

安心度を高めたい」という回答を得た。 

 

(n)今後も継続して取り組もうと思うか 【従事者・管理者】 

・「思う」の割合が全体の 64％（25 名）となった。（表 18・図 18） 

表 18 

  

図 18 

 

 

④ アンケートのまとめ 

・導入前の従業員のアンケートからほとんどの従業員が自社の商品に自信を持っていて、

従業員からの意見や提案もとりいれてくれる働きやすい環境の事業所であると思われる。

しかし、施設が古いことから衛生管理において改善した方が良いと思う点を従業員が持っ

ていた。 

 

・導入前は HACCP という言葉を知らない従業員が多く、分からない、難しそうと思われ

る方が多かったが、導入後は、「HACCP の導入に取り組んでよかった」、「衛生管理に対し

て向上した」という意見が多く、手洗いと靴消毒に気をつけるようになり、意識向上に効

果があったように思う。管理者からも従業員自らが手洗いに気を配り、汚れている所に気

が付き、清掃に気を付けるようになったという意見があった。 

 

・管理者は、HACCP を導入することにより、「教育訓練」、「人材・知識不足」、「業務量の

増加」、「手順複雑化」というデメリットも感じているが、今後も継続して取り組んでいき

たいとのことであった。 

 

度数 ％
39 100%

1 25 64%
2 0 0%
3 9 23%
0 5 13%未回答

サンプル数
思う
思わない
わからない
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５．まとめ 
 

・今回 HACCP の導入開始にあたっては、管理職の方々はたいへん前向きで、衛生管理向上

のための努力を絶えずお持ちであった。中小企業の工場が HACCP 導入に取り組む場合は、

経営者及び管理職の理解が必要であると思われる。 

 

・対象事業者の特徴は、季節により製造する製品、ラインが異なることや、ライン切り替え

時にはどうしても製造が行えないので、一時的に閑散期になることがあげられる。そのた

め、製造している商品全てに手順どおり HACCP を導入するのであれば、最短でも１年は

かかる。事業所は ISO9001 認証を取得しており、製品規格書、製造フローダイヤグラム、

QC 工程表等を作成済みであった。また、対象事業者は缶詰瓶詰食品について豊富な経験を

有しており、工程中の重要な部分を経験的に把握している。このような条件を踏まえると、

閑散期に HACCP プラン等の書類をできる限り整理し、実際に製造を行う時にウォークス

ルー、検証等を行い適宜修正していくほうが、人員が限られた施設に HACCP を導入する

にあたり、現実的であると考える。 

 

・製造所内部の従業員教育は実施しているが、今回、外部講師を迎えて講習会を受講する機

会があることを事業所の管理者の方々はたいへん期待していた。実習やグループワークを

取り入れた講習で、従業員に異物混入対策を考えてもらうグループワークでは、現場でも

従業員自らが考えられるようになるきっかけになったのではないかと思う。従業員の導入

後アンケートからも手洗いや靴の消毒に従業員自ら気をつけられるようになったと記載さ

れていた。これを機会に継続して外部講師を迎えた講習会も継続して実施してもらいたい

と思う。 

 

・中小企業では、品質管理担当者が複数体制になっていないため、危害要因分析表、HACCP

プランの作成等特定の方に負担がかかってしまうのではないかと思われる。何人かを中心

に限られた人のみが行っていたが、可能な範囲で HACCP チームの方も少しずつ関わるこ

とができたように思う。 

 

・事業者は HACCP の導入を行う際に、衛生面のみならず、品質面、取引先との関係など、

自社に関わる様々な事項を考慮している。食品衛生監視員として、衛生面を最重要に考え

るのはもちろんのことではあるが、それ以外の事項についても考慮しながら行うことで、

事業者ごとのより良い HACCP の導入をスムーズに支援していくことができると考える。 

 

・ISO9001 認証を取得している施設で、製品規格書、製造フローダイヤグラム、QC 工程表

等 HACCP プラン作成の土台になるものがあったため比較的スムーズに導入できたと思う

が、危害要因分析表、HACCP プラン作成までには時間を要した。しかし、管理基準、モニ

タリング方法、改善措置を明文化でき、重点的に気をつけることが分かりやすくなった。

瓶詰食品の危害要因（芽胞菌、水分活性）の分析等、製造者の製品に関する理解の向上に

つながった。 
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・HACCP プラン等の必要な書類は全て事業者が作成し、行政・コンサルタントの両者で確

認、修正のうえ、再度指導という手順を繰り返した。指導を重ねるにつれ、事業者の HACCP

に対する理解が深まり、指導、助言内容を基に、事業者自身の言葉で修正を行えるように

なった。このような指導方法は時間を費やすが、従業員教育という観点で非常に充実した

ものとなった。今後は事業者自身で、他の商品についても HACCP を導入していけるであ

ろうと考える。 
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＜その他添付資料＞ 

 

○ ＨＡＣＣＰ自主点検票/チェックリスト 

 

○ ＨＡＣＣＰ確認票 

 

 

 
















